
【公益的な取り組み】

 平成28年改正社会福祉法においては、全ての社会福祉法⼈に対して、「地域における

公益的な取組」の責務が課せられました。地域共⽣社会の実現に向け、法⼈の専⾨性や

ノウハウ等を活かした多様な取組が求められています。そのためには、地域の福祉ニー

ズを積極的に把握しつつ、地域の多様な社会資源との連携や役割分担を図りながら取り

組むことそして、⾃らの取組状況を検証し、職員や地域の理解を深めながら、発展させ

ていくことが重要と考えています。

 そこで清穂会では、「地域共⽣社会の実現」を⽬指し、今年度より「公益的な取組」

をリアルタイムに発表し、地域の皆様⽅からご意⾒ご要望の声を沢⼭いただき、それを

実践できる体制を整えたいと考えております。

 

 

 










